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本日の意見交換会の流れ
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 安芸高田市では、平成16年の6町合併から15年以上が経過し、人口
減少・少子高齢化をはじめとした多くの課題が生じています。

 こうした中、将来にわたって地域が持続可能となるよう、新たなまちづくりの
方向性の提示が求められています。

 本日は、現在検討中の本市のまちづくりの方向性（＝都市計画マス
タープラン）について、皆様のご意見を伺いたいと考えています。

1. 都市計画マスタープランとは

2. 安芸高田市の現状と課題

3. 全体構想の考え方

4. 地域別構想の考え方

5. 計画策定に向けたスケジュール

■本日の議題



1. 都市計画とは
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 「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共
の福祉の増進に寄与する（都市計画法第一条）ために定められる計画のことです。

 例えば、農地や山林と住宅地を分ける、災害時に被害の拡大を防ぐ、日照や採光・通風
等の良質な住環境を確保する、などのための制度や計画が挙げられます。

開発ができる範囲や、その場所に
建てられる建物の種類を決める

堤防整備等のハード対策や、
災害時の避難経路等を検討する

都市計画区域（線引き）

準都市計画区域

市街化調整区域

用途地域

市街化区域（用途地域）

白地地域

都市計画区域（非線引き）

接道要件を設けることにより
敷地間隔を確保する

図：国土交通省資料より引用

地震や洪水・土砂災害等のリスクがある無秩序に建物が建ってしまう 建物が密集してしまう



1. 都市計画マスタープランとは
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 都市計画に関する施策は（都市施設の整備、市街地開発事業の施行
など）は、県が定める「都市計画区域」内で実施する必要があります。

 本市における都市計画区域は、公共下水道の整備区域等に対応し、吉
田町の一部にのみ設定されています。

 ただし、都市計画マス
タープランで示すまち
づくりのビジョンは、
都市計画区域の内
外にかかわらず、市全
体として示す必要が
あるため、「安芸高田
市都市計画マスター
プラン」は市全域を対
象とします。

都市計画区域

▲本市の都市計画区域図



1. 都市計画マスタープランとは
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 都市計画マスタープラン（市町村マスタープラン）は、都市づくりの将来像
をはじめ、土地利用の規制・誘導や都市施設整備、地域ごとの整備など
の方向性を示す、市町村のまちづくりの根幹となる計画です。

 本市では、平成16年の6町合併時に新市建設計画が策定されて以降、
まちづくりに関する計画が策定されていなかったため、今後のまちづくりの方
向性を示す「安芸高田市都市計画マスタープラン」を策定します。

広島県の計画
・広島圏域都市計画マスタープラン
・都市計画区域マスタープラン

安芸高田市の計画
・第2次総合計画

安芸高田市都市計画マスタープラン
（市町村マスタープラン）

上
位
計
画

関
連
計
画

即す

整合 ・公共交通
・上下水道
・観光振興
・防災 など



 本市の人口は減少傾向にあり、今後も減少が続くことが予想されていま
す。

 65歳以上の割合は増加傾向にあり、2040年には生産年齢人口を上回
るとされています。

高齢人口が
生産年齢人口を

上回る

人口減少

65歳以上

45.4％

出典：（2015年以前）国勢調査

（2020年以降）国勢調査のデータをもとに、国土交通省国土技術政策総合研究所の将来人口・世帯予測プログラムを用いて算出

44.9％

△1,483人/20年 △6,333人/20年 △6,959人/20年

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年
【S45】 【S50】 【S55】 【S60】 【H2】 【H7】 【H12】 【H17】 【H22】 【H27】 【R2】 【R7】 【R12】 【R17】 【R22】 【R27】

2. 安芸高田市の現状と課題
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2. 安芸高田市の現状と課題
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 人口が少なくなると、スーパー、病院などの施設や、バス、鉄道といった公共
交通の利用者が少なくなり、これらの施設・公共交通を維持できずに地域
からなくなっていくことが予測されています。

商品の性質や業態の組み合わせ等で、商圏や立地戦略は様々
＊コンビニエンスストア
大都市住宅地⇒商圏：半径500メートル、周辺人口：3,000人、流動客
その他の地域⇒商圏：半径２～３キロメートル（幹線道路沿いに立地）、周辺人口：３０００人～４０００人、流動客

＊食品スーパー（2,000～3,000㎡規模） ⇒周辺人口１～3万人
＊ドラッグストア（1,000～1,500㎡規模） ⇒周辺人口１～3万人

３千人 ５千人 １万人 ３万人 ５万人 １５万人…

地区診療所 診療所 地区病院 中央病院

高齢者向け住宅 デイサービスｾﾝﾀｰ
訪問系サービス 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 有料老人ホーム

老健・特養

コンビニエンスストア 食品スーパー 商店街・百貨店等

■周辺人口規模

※人口規模と機能の対応は概ねの規模のイメージであり、具体的には条件等により差異が生じると考えられる。■商業施設の商圏と施設規模

参考）国土交通省 都市局 第２回都市再構築戦略検討委員会
有限会社 リティルウォーク 代表 服部年明 氏 プレゼン資料より抜粋

＜医療＞

＜福祉＞

＜買い物＞

吉田町美土里町

高宮町

八千代町

向原町 甲田町

＜人口＞
（R3）

本市
全体



対象 安芸高田市内に居住する全世帯

実施期間 2021（令和3）年12月3日～12月20日

方法
紙面：市内全世帯に対して調査票を1部ずつ配布
web：調査票表紙にweb上でのアンケートフォームへのURLを掲載（世帯内で複数人回答可）

回収数 3,750票（3,709世帯）

内容

■回答者の属性
居住地（郵便番号）、性別、年齢、職業、家族構成
運転免許証の有無、運転頻度、免許返納意思

■日常生活について
目的別の外出先・移動手段、自宅周辺／拠点地区に欠かせないと考える施設の種類
新型コロナウイルスの感染拡大による行動変化

■お住まいについて
住居形態、住居および周辺の環境への満足度
望ましい居住環境の条件、今後の現住居への居住継続意思

■これからのまちづくりについて
日常生活において影響が生じると困ること、コンパクトなまちづくりを進める上で重視すべき点
まちづくりへの参加意欲、進めるべきと考えるまちづくり方針

■自由意見

 まちづくりの方向性に市民意向を十分に反映することを目的として、市内全
世帯を対象とした市民アンケート調査を実施しました。

2. 安芸高田市の現状と課題
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2. 安芸高田市の現状と課題

8

 既存の統計データや市民アンケート調査の結果、上位・関連計画等をもと
に、安芸高田市において目指すべきまちの方向性を、以下の4項目に整理
しました。

コンパクトな都市の構築
居住や都市機能の集約、施設の適正配置によ
り、持続可能な都市の構築を図る。

安全・安心な居住環境の確保
災害リスクの低い安全な地域への居住誘導を図
るとともにインフラの整備等を行い、ハード・ソフトの
双方から安全・安心な居住環境の確保を図る。

交通アクセスの確保
誰もが都市機能等の目的地へアクセスしやすい
環境の整備を図る。

活力の創出
地域ならではの産業の活性化や、地域コミュニティ
の強化により、活力の創出を図る。
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2. 安芸高田市の現状と課題
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コンパクトな都市の構築
居住や都市機能の集約、施設の適正配置により、持続可能な都市の構築を図る。

【最寄りの医療機関までの距離（高齢者主世帯）】

約7割が最寄りの医療機関
まで1km以上離れている

【人口1人当たりの道路延長の推移】

市民1人当たりの道路
延長は、広島県全体の
約4.1倍

今後、人口減少が進む
ことから、さらなる負担
の増加が予想される



2. 安芸高田市の現状と課題

安全・安心な居住環境の確保
災害リスクの低い安全な地域への居住誘導を図るとともにインフラの整備等を行い、ハード・ソフトの双方
から安全・安心な居住環境の確保を図る。

【浸水リスクと高齢人口密度の重ね合わせ】

浸水リスクの高いエリアに
多くの高齢者が居住

【土砂災害リスクと高齢人口密度の重ね合わせ】

土砂災害リスクの
高いエリアに多くの
高齢者が居住
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2. 安芸高田市の現状と課題

11

活力の創出
地域ならではの産業の活性化や、地域コミュニティの強化により、活力の創出を図る。

【総観光客数の推移】 【小売業の事業所数・従業員数の推移】

小売業の事業所数・
従業者数は減少傾向
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本市の総観光客は広
島県全体の約2～3％

にとどまっている

出典：経済センサス

減少



2. 安芸高田市の現状と課題

12

【市内の公共交通網】

交通アクセスの確保
誰もが都市機能等の目的地へアクセスしやすい環境の整備を図る。

広域路線から端末交通までを
多様な交通モードで分担

【お太助ワゴン、お太助バスの予算収支（2020年度決算）】

8,712 

6,842 

872 
1,588 

(1,147) (609)

(6,694)

(4,644)

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

お太助ワゴン お太助バス

（万円）

運行に係る経費 運賃収入 国・県の補助金 市の負担金

利用者
1人

当たりの
負担金
622円

利用者1人につき
市が2,553円を負担



コンパクトな
都市の構築

安全・安心な
居住環境の確保

交通アクセスの確保活力の創出

■目指すべき
まちの方向性

■まちづくりの基本理念

未来へ 続くまち 安芸高田

居住や施設が
集約された
持続可能な
まちづくり

だれもが安心して
暮らせる
リスクに強い
まちづくり

地域資源を
活かした
活力ある
まちづくり

目的地へ
アクセスしやすい
やさしいまちづくり

■基本目標

3. 全体構想の考え方
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 目指すべきまちの方向性を踏まえ、それぞれに対応する計画の基本目標を
定めるとともに、安芸高田市のまちづくりの基本理念を設定しました。



3. 全体構想の考え方
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 また、将来都市構造として、以下のように拠点を中心に市街地を形成し、
連携軸によって地域間を結ぶ都市構造の実現を目指します。

中心拠点

地域拠点

拠点・軸

地域住民の日常生活に必要な施設等の集約・維持を目指すエリア

本市全体として必要な拠点機能を担うエリア

拠点間連携軸

市内の中心拠点と地域拠点を結び、
拠点間のつながりを特に充実させる連携軸

土地利用（ゾーン）

賑わい創出ゾーン

商業・文化・行政施設等を充実させ、
高密な市街地の形成を図るゾーン

住環境保全ゾーン

戸建て住宅を中心に維持・充実を図り、
低密な市街地の形成を図るゾーン

自然共生ゾーン

集落・農用地・山林等が共存し、
豊かな自然環境の保全を図るゾーン

広域連携軸

周辺市町との連携により個々の都市の発展を促す軸



3. 全体構想の考え方
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 取組分野別の方針については、以下の通り設定します。

土地利用
既存ストックの有効活用による賑わいのあるまちづくり
 賑わい創出ゾーン：まちの顔としての賑わい創出
 住環境保全ゾーン：人口規模や地域特性に応じた市街地規模の適正化
 自然共生ゾーン：集落コミュニティの維持・活性化

都市施設

持続可能な都市施設の運用
 都市施設の合理化と長寿命化の推進：
公共施設及びインフラの長寿命化・バリアフリー化、公共施設の再編、配置の適正化 等

 まちの活性化に向けた都市施設の運用：
にぎわい創出や観光振興に資する都市施設の整備・利用促進 等

交通

快適な生活を支える交通ネットワークの構築
 日常移動を支える持続可能な公共交通サービスの構築：
地域拠点・中心拠点へのアクセスの確保、柔軟性のある公共交通サービスの提供 等

 市内外の交流を促進する交通ネットワークの強化：
広域移動を担う幹線道路網の整備・充実、地域内道路の整備 等

都市環境・
景観

「住み続けたい」「訪れたい」と思える環境の形成
 コンパクトなまちづくりによる生活利便性の向上：
都市機能の適正配置、誰もが快適に活動できる生活基盤の整備 等

 良質な自然環境の保全・維持：
森林や河川等の維持・管理、再生可能エネルギーの導入推進 等

 地域資源を活かした観光振興：伝統文化の保存・継承、自然と触れ合う場の整備 等

防災

だれもが安全・安心に暮らせる都市環境の維持
 災害に強い都市基盤の整備：
密集住宅市街地等の防災性向上、指定避難所の防災拠点整備 等

 安心できる暮らしのためのソフト対策の充実：
災害リスクの低い区域への居住の誘導、自主防災組織や避難の呼びかけ体制の強化 等



4. 地域別構想の考え方

地域別構想とは、全体構想で示した方針をもとに、それぞれ特性が異なる
地域ごとに、より具体的なまちづくりの方針を示すものです。

未来へ 続くまち 安芸高田

居住や都市機能の集約、
施設の適正配置により、持
続可能な都市の構築を図
る。

誰もが都市機能等の目的
地へアクセスしやすい環境の
整備を図る。

災害リスクの低い安全な地
域への居住誘導を図るとと
もにインフラの整備等を行い、
ハード・ソフトの双方から安
全・安心な居住環境の確
保を図る。

居住や施設が
集約された

持続可能なまちづくり

だれもが安心して
暮らせるリスクに
強いまちづくり

地域資源を活かした
活力あるまちづくり

目的地へ
アクセスしやすい
やさしいまちづくり

地域ならではの産業の活性
化や、地域コミュニティの強
化により、活力の創出を図
る。

■基本目標・将来都市構造

16

■まちづくりの基本理念

全体構想（本市全域に関する方針）

地
域
ご
と
に
具
体
化

地域別構想

吉田町の地域別構想

八千代町の地域別構想

美土里町の地域別構想

高宮町の地域別構想

甲田町の地域別構想

向原町の地域別構想



4. 地域別構想の考え方

 全体構想で示した方針をもとに、合併前の旧6町別に、より具体的なまち
づくりの方針を示す地域別構想を定めます。

高宮町

甲田町

向原町

美土里町

吉田町

八千代町

2020年 2045年推計

人口 2,337人 1,568人

高齢化率 43.9% 47.0%

人口密度 18.96人/km2 12.72人/km2

面積 123.25km2

2020年 2045年推計

人口 9,686人 7,898人

高齢化率 34.1% 42.9%

人口密度 114.21人/km2 93.13人/km2

面積 84.81km2

（うち都市計画区域12.53km2）

2020年 2045年推計

人口 3,688人 2,381人

高齢化率 49.0% 46.5%

人口密度 72.89人/km2 47.06人/km2

面積 50.60km2

2020年 2045年推計

人口 2,857人 1,834人

高齢化率 49.8% 48.3%

人口密度 22.96人/km2 14.74人/km2

面積 124.46km2

2020年 2045年推計

人口 4,454人 3,201人

高齢化率 43.3% 46.1%

人口密度 61.07人/km2 43.89人/km2

面積 72.93km2

2020年 2045年推計

人口 3,426人 2,349人

高齢化率 47.4% 48.5%

人口密度 41.72人/km2 28.60人/km2

面積 82.12km2

国道433号

中国
自動車道

国道54号 JR芸備線

17



4. 地域別構想の考え方

 地域別構想では、地域別の現状・課題を踏まえ、全体方針で検討した
「ゾーン」設定に対応する「エリア」の設定について検討します。

18
土地利用（エリア）

拠点・軸

土地利用（ゾーン）

拠点・軸

全体構想におけるゾーン設定

地
域
ご
と
に
具
体
化

吉田町の中心拠点へ

JR芸備線・国道54号

地域別構想におけるエリア設定



4. 地域別構想の考え方
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エリア名 20年後に目指す姿 計画期間の取組方針 エリア設定基準

中心拠点エリア
(吉田町のみ)

商業・文化・行政施設等、本市
全体として必要な拠点機能を充
実させ、高密な市街地の形成を
図る

左記の中心拠点機能について、
立地適正化計画の誘導施設とし
て位置づけ、エリア内への維持・誘
導を推進する

立地適正化計画で設定する都
市機能誘導区域の範囲を中心に
設定する

 地域別構想では、各地域をエリアに区分します。

 にぎわい創出ゾーンは、「中心拠点エリア」と位置付けます（吉田町のみ）。

賑わい創出ゾーン

中心拠点エリアのイメージ



4. 地域別構想の考え方
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 住環境保全ゾーンは以下の3つのエリアに区分します。

※メッシュ別将来人口推計を活用した分析の展開（国土交通省）より、生活関連サービスの到達圏域とされている距離を設定

エリア名 20年後に目指す姿 計画期間の取組方針 エリア設定基準

地域拠点
エリア

地域住民の日常生活に必要な施
設等の集約・維持を図る

スーパーや病院、支所などのエリア
内への維持・集約、および公共結
節機能の充実を図る

各支所を中心に、日常的な買い物・
医療等の施設が集積している範囲で
設定する

一般居住
エリア

各エリア内における現状と同程度
の人口密度の維持を図る

市内外からの移住希望者等に対
し、エリア内への居住を誘導する

地域拠点エリア周辺（概ね2km圏
内※）の、戸建て住宅等が集積して
いる範囲で設定する

工場集積
エリア

市内の工場をエリア内に集約し、
地域産業の維持・強化を図るとと
もに、エリア外での住工混在を防ぐ

工場の新設・移転を検討する事
業者に対し、エリア内への新設・移
転を誘導する

工業専用地域やIC周辺の、既に工
場が集積しており、他機能を有する施
設との混在が少ない範囲で設定する

住環境保全ゾーン

地域拠点エリアのイメージ 一般居住エリアのイメージ 工場集積エリアのイメージ

向原町に存在するエリア



4. 地域別構想の考え方
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エリア名 20年後に目指す姿 計画期間の取組方針 エリア設定基準

工場集積
エリア

市内の工場をエリア内に集約し、地域産
業の維持・強化を図るとともに、エリア外
での住工混在を防ぐ

工場の新設・移転を検討する事業者に
対し、エリア内への新設・移転を誘導する

工業専用地域やIC周辺の、既に工場が集積し
ており、他機能を有する施設との混在が少ない
範囲で設定する

沿道居住
エリア

小規模な商店などの日常生活機能を維
持する

居住環境の整備に加え、幹線道路を通
過する車利用者等の立ち寄り需要を取り
込みながら、沿道施設の利用を促進する

賑わい創出ゾーンや住環境保全ゾーンには含ま
れないが、集客施設や住居の集積がみられる範
囲で設定する

農住混在
エリア

人口減少・高齢化の中でも、住民同士
が互いに助け合いながら生活できる環境
づくりを目指す

定住を希望する住民が住み続けられるよ
う、地域コミュニティの活性化等を支援す
る

上記エリア以外で、建物用地もしくは農用地と
なっているエリアに設定する

自然環境
保全エリア

安芸高田市の強みである良好な自然環
境の保全を図る

観光利用の促進や、山林保全の担い手
の確保等を行う

山林などの非可住地で設定する

 自然共生ゾーンは以下の4つのエリアに区分します。（工場集積エリアは、前頁の
住環境保全ゾーンにも区分されます。）

自然共生ゾーン

沿道居住エリアのイメージ 農住混在エリアのイメージ 自然環境保全エリアのイメージ

向原町に存在するエリア



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 向原町では、1990年以降人口が減少傾向にあります。

 また、高齢化率は2015年時点で45%を超過しており、2045年にかけ
て高止まりが予想されています。

出典：（2015年以前）国勢調査
（2020年以降）国勢調査のデータをもとに、国土交通省国土技術政策総合研究所の

将来人口・世帯予測プログラムを用いて算出

【人口の推移】 【高齢化率の推移（推計）】

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所

43.0%

48.2% 47.5% 48.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015年 2025年 2035年 2045年

人口減少 高齢化

【H2】 【H7】 【H12】 【H17】 【H22】 【H27】 【R2】 【R7】 【R12】 【R17】 【R22】 【R27】
【H27】 【R7】 【R17】 【R27】



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 他地域に比べ、向原支所周辺に建物用地や商業、医療、福祉などの都
市機能が集約されています。

【土地利用】 【主な施設立地（商業、医療、福祉、保育）】

向原支所



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 主に町民の利用が想定される公
共交通機関としては、JR芸備線
や広域路線バスのほか、市内完
結路線バスである「お太助バス」、
デマンド型区域乗合である「お太
助ワゴン」などが挙げられます。



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 三篠川や見坂川、戸島川の流域で、最大10m以上の洪水による浸水リ
スクがあるほか、土砂災害のリスクが高いエリアも町内に点在しています。

 これらのエリアには、高齢者が多く居住する箇所も含まれます。
【洪水※による浸水リスクが想定される範囲】

※1,000年に一度の規模の洪水を想定（想定最大規模）

【土砂災害リスクが想定される範囲】



53.4%

47.4%

11.7%

32.4%

48.9%

11.3%

54.3%

30.9%

2.1%

53.9%

35.5%

6.7%

35.3%

48.2%

15.2%

62.8%

28.8%

2.4%

0% 50% 100%

利用者の減少により、スーパーなどの店

舗が撤退する

鉄道やバスの運行本数が減る、路線

がなくなる

商店街や駅前のにぎわいがなくなる

道路や水道などのインフラが維持・更新

できなくなる

病院や学校、福祉施設などの公益施

設が統廃合されて減る

働き手の減少により、企業が撤退する

高齢化の進行により、医療費など、社

会保障費の負担が増加する

人が減り、地域のコミュニティを維持でき

なくなる

その他

向原町(N=521) 市全域(N=3651)

4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 市民アンケート結果では、日常的な買い物などを含め、吉田町などの施
設を利用する割合が高い傾向がみられます。

 また、将来への不安として、公共交通の縮減を懸念する声が多くあります。
【影響が生じると困ること】

市平均+12%

【外出先（日常の買い物目的）】

吉田町

八千代町

向原町

甲田町

高宮町

安芸高田市外
（広島市、三次市等）

美土里町

安芸高田市外
（広島市、三次市等）

町内移動率
96.2%

町内移動率
13.6%

町内移動率
22.6%

町内移動率
25.4%

町内移動率
39.5%

町内移動率
32.8%

3.1%

44.8%

40.8%

58.1%

17.6%

28.1%

44.4%

7.1%

51.8%

55.3%

10.6%

凡例

【町内移動】

5,000人

2,000人

500人

【町外移動】

2,000人

1,000人

200人

※200人以上の場合のみ表記
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町の強みと課題

人口減少や高齢化率の高止まりが見込まれる中、地域コミュニティの維持・強化や都市機能の維
持に向け、コンパクトなまちづくりの推進が必要である。

都市機能がコンパクトに集約された、住みやすい都市構造の維持が求められる。

立地条件を活かし、市内外への良好なアクセス環境を維持・充実させることが求められる。

日常生活に必要な都市施設の充実や、市内外の都市施設を利用するためのアクセス環境の持
続的な確保が必要である。

立地条件を活かし、市内外への良好なアクセス環境を維持・充実させることが求められる。

公共インフラを将来にわたって維持できるよう、効率的な維持管理のための施策検討が必要であ
る。

4. 地域別構想の考え方｜向原町
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 これらの現況を踏まえ、向原町の強みと課題を以下の通り整理し、向原町
のまちづくりで目指すテーマおよび地域の将来構造を検討しました。

防
災

土砂災害リスク等を考慮し、高齢者をはじめとした住民が安心して暮らせる居住環境の構築およ
び誘導が必要である。
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コンパクトな居住環境による暮らしやすいまちづくり

【目指すテーマ】

駅周辺の空き家や空き
地などの活用による、地
域拠点にふさわしい賑わ
いあるまちなみの形成

 JR芸備線の利用促進

 向原駅を中心とした、鉄
道・広域路線バスと域内
交通の結節強化

 地域住民と行政の連携に
よるまちづくりの推進

向原駅を中心としたコ
ンパクトなエリアへの、行
政、医療、金融、商
業、業務などの都市機
能の集約

県道37号沿道における、
コンビニや飲食店、工場
等と、住宅や農用地等の
住民向け施設との共存

東広島高田道路（向
原～吉田間）の整備促
進、および整備後を見据
えた公共交通網の改善

拠点間連携軸

広域連携軸



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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■土地利用の方針

①住環境保全ゾーン

 地域拠点エリア

・向原駅を中心としたコンパクトなエリアにおいて、行政、医療、
金融、商業、業務といった、地域に必要な様々な都市機能
の集約を図ります。

・駅周辺の空き家や空き地などの低・未利用地の活用により、
地域拠点にふさわしい賑わいあるまちなみの形成を進めます。

 一般居住エリア

・向原駅への徒歩圏内を中心に、既存生活サービス機能の
維持に必要な人口密度の確保に加え、防災面等にも配慮
した低密な居住環境の形成を図ります。

②自然共生ゾーン

 農住混在エリア

・県道37号沿道の集落エリア（長田地区、戸島地区）にお
いては、広域移動ニーズに対応したコンビニや飲食店、工場
等について、住宅や農用地等の住民向け施設との共存に向
け、適切な土地利用の誘導を図ります。

・また、農村集落（有留地区、保垣地区、坂地区）におい
ては、農業施策との連携を図りながら生活環境の維持・向
上に努めます。

 自然環境保全エリア

・三篠川・見坂川・有坂川の周辺エリア等については、既存の
自然環境の保全を図ります。

■交通の方針

■都市環境・景観の方針

①道路網

・広域連携軸を担う県道37号を中心に、幹線道路の機能
維持・強化を図ります。特に、東広島高田道路（向原～吉
田間）については、本市の拠点間連携軸を担う重要な道
路網として、広島県に対して早期整備を促進していきます。

・また、県道37号が住環境保全ゾーンを東西に分割する形で
位置していることから、通学路を中心に、歩行者等が安全で
快適に通行できる道路空間の整備を図ります。

②公共交通

・広域移動手段であるJR芸備線の利用促進を図るとともに、
向原駅を中心に、広域移動手段である鉄道・広域路線バ
ス（志屋線）と域内交通の結節強化を図ります。

・東広島高田道路（向原～吉田間）の開通を見据え、吉
田町との間を結ぶ公共交通網の改善を検討します。

①公園・緑地

・向原運動広場については、本市全体からのスポーツ・イ
ベント等での利用ニーズに対応した場として利用促進を
図るほか、その他の公園についても、住民の憩いの場とし
て活用していきます。

②その他

・三篠川・見坂川・有坂川等について、自然環境に配慮
した河川空間づくりを図ります。
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■向原支所周辺

【エリアの拡大図】



4. 地域別構想の考え方｜向原町
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【エリア設定の考え方】

■人口密度メッシュ（H27）との重ね合わせ ■土地利用細分メッシュとの重ね合わせ

支所周辺で商業・医
療等の都市機能が立
地する範囲を地域拠
点エリアに設定

地域拠点エリア周辺で、
建物用地や人口密度が
連続する範囲を一般居

住エリアに設定

地域拠点エリア周辺で、
建物用地や人口密度が
連続する範囲を一般居

住エリアに設定



5. 計画策定に向けたスケジュール
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 本日を含め、各地域で実施している地域別意見交換会でいただいた意見
を踏まえ、策定委員会において計画の素案を作成します。

 作成した計画素案について、来年1月頃を目途にパブリックコメントを実施
し、住民の皆様のご意見等を反映します。

 来年3月頃に実施予定の都市計画審議会にて、計画を策定予定です。

R3年12月 市民アンケート調査

R4年8~9月 地域別意見交換会

R4年秋頃 計画素案を作成

R5年1月頃 パブリックコメント

R5年3月頃 安芸高田市都市計画マスタープラン策定予定

※別途、吉田町では「立地適正化計画」について地域別意見交換会を開催予定

■計画策定の流れ


